
環境に配慮した長く着られる服を選び、今持っている服も長く大切に着る、「サステナブルなファッション」をしましょう環境に配慮した長く着られる服を選び、今持っている服も長く大切に着る、「サステナブルなファッション」をしましょう

暮
ら
し

個
人
番
号
カ
ー
ド
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2

市
役
所
へ
の
申
し
込
み・問
い
合
わ
せ
の
時
間
は
、特
記
が
な
い
場
合
は
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
８
時
３０
分
〜
１７
時
（
１２
時
〜
１３
時
を
除
く
）
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

予
約
制

個
人
番
号
カ
ー
ド
申
請

臨
時
窓
口（
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
）

　
国
立
駅
前
市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ

ー
に
て
、
窓
口
に
設
置
さ
れ
た
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
で
顔
写
真
を
撮
影
し
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
申
請
が
で
き
ま
す
。申
請
時
に
、

本
人
確
認
と
暗
証
番
号
の
設
定
依
頼

を
す
る
と
、
カ
ー
ド
を
郵
送
で
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
カ
ー
ド
の

作
成
に
は
、
交
付
申
請
後
１
か
月
程

度
か
か
り
ま
す
。

日
１０
月
①
４
日
②
１１
日
③
１８
日
④
２５

日
㈫
９
時
～
１６
時
３０
分

c
各
１６
人
※
先
着
順

m
９
月
１６
日
㈮
～
①
９
月
３０
日
㈮
②

１０
月
６
日
㈭
③
１４
日
④
２１
日
㈮（
土

日
祝
日
を
除
く
）８
時
３０
分
～
１９
時

に
電
話
で
同
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
へ

f
本
人
確
認
書
類

z
必
ず
申
請
者
本
人
が
来
庁
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
時
に
本
人
確
認
書
類

を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
、
郵
送
で

受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

→
国
立
駅
前
市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ

ー
☎
０
４
２
・
５７３
・
４
３
７
７

予
約
制

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付

臨
時
窓
口

　cocobunji

市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー

ナ
ー
で
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付

し
ま
す
。

d 
１０
月
①
１２
日
②
１９
日
③
２６
日
㈬

９
時
～
１８
時
３０
分

t
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
し
て
い

て
交
付
通
知
書
が
届
い
て
い
る
方

c
各
２０
人
※
先
着
順

m
９
月
１６
日
㈮
～
①
１０
月
７
日
㈮
②

１７
日
㈪
③
２４
日
㈪（
土
日
祝
日
を
除

く
）の
９
時
～
１２
時
・
１４
時
～
１７
時

に
電
話
で
市
民
課
予
約
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
☎
０
４
２
・
３２５
・
０
２
２
５
ま
た

は
☎
０
４
２
・
３２５
・
０
２
６
４
へ

z
カ
ー
ド
申
し
込
み
後
に
氏
名
・
住

所
が
変
更
に
な
っ
た
方
は
市
民
課

（
市
役
所
第
１
庁
舎
）で
の
み
交
付

可
。
臨
時
窓
口
開
設
日
は
、
電
子
証

明
書
更
新
手
続
き
な
ど
の
方
は
お
待

ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す

�

→
市
民
課（
内
３１８
）

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

制
度
の
申
請
を
忘
れ
ず
に

　
年
金
に
上
乗
せ
し
て
給
付
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

t
老
齢
基
礎
年
金
受
給
者
・
障
害
基

礎
年
金
受
給
者
・
遺
族
基
礎
年
金
受

給
者
で
、
日
本
年
金
機
構
が
定
め
る

支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方

m
令
和
４
年
に
新
た
に
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
の
対
象
と
な
っ
た
方

は
、９
月
初
旬
頃
に
日
本
年
金
機
構

か
ら
郵
送
さ
れ
た
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
請
求
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い

i
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
）☎
０
５
７
０
・
０５
・
４
０

９
２
※
０５０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
か
け

る
場
合
は
☎
０３
・
５
５
３
９
・
２
２

１
６
へ

リサイクルコーナーリサイクルコーナー

拠点収集拠点収集
z�破れた・穴が開いた物、車輪の付いたかばん、ゴルフバッ
グ、スーツケース、長靴、スパイク、スリッパ、人形など
は収集できません／食用油はペットボトル・缶等に入れて
お持ちください
フードドライブフードドライブ
　家庭で余っている、米（生産１年以内）、缶詰、瓶詰、調味料、
乾物、飲料、お菓子、インスタント・レトルト食品などで、
賞味期限が１か月以上あり未開封のものをお持ちください。
必要とされる方へ届けます。
z�市社会福祉協議会では随時受け付けています。事前にお電
話のうえ、お持ちください
i�同協議会☎(042)324-83１１
� →ごみ減量推進課☎(042)300-5303

z�駐車場数台あり／配送不可／混雑時は入場制限を行う場合
あり／荒天中止

9月25日（日）１０：００～１2：００　ストックヤード（西元町2-９-６）※当日直接会場へ

靴・かばん・ベルト類・ぬいぐるみ・食用油の
拠点収集＆フードドライブにご協力を拠点収集＆フードドライブにご協力を

9月27日（火） 9：００～１１：００　北の原地域センター※当日直接会場へ

リサイクル家具販売会リサイクル家具販売会

譲ってください 子ども用品、自転車、家具、家電、楽器

譲ります

扇風機、電子圧力鍋、ホットプレート、
炊飯器、シングルベッド、ベビーベッド、
ランドセル、一輪車、ペットゲージ、魚
焼き機、座卓、姿見、ボルダリング用壁・
ホールドセット

　品物は日々変動があります。具体的な品名や最新の情報は
市HP 検索１002１83をご覧いただくか、お問い合わせくだ
さい。
z譲渡は無料です。当事者間でやり取りしてください

住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金 
（１０万円／１世帯）

教
育
委
員
会
委
員
が
再
任

　
教
育
委
員
会
委
員
で
あ
る
大
木
桃

代
さ
ん
の
任
期
満
了
に
伴
い
、６
月

７
日
に
議
会
の
同
意
を
得
て
再
任
さ

れ
ま
し
た
。
大
木
さ
ん
は
今
回
で
２

期
目
と
な
り
ま
す
。
任
期
は
、９
月

６
日
～
令
和
８
年
９
月
５
日
で
す
。

→
教
育
総
務
課
☎
０
４
２
・
５７４
・
４

０
４
０

大木桃代さん

廃
棄
物
の
減
量
及お

よ

び
再
利
用

推
進
審
議
会
委
員
を
募
集

　
ご
み
の
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル
を
推

進
す
る
具
体
的
な
方
法
な
ど
を
審
議

す
る
た
め
、
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

t
令
和
4
年
４
月
１
日
時
点
で
１８
歳

以
上
で
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
・

在
活
の
、
ご
み
の
減
量
と
リ
サ
イ
ク

ル
に
関
心
が
あ
り
、
会
議（
年
５
回

程
度
・
月
～
金
曜
日
の
昼
間
２
時
間

程
度
開
催
予
定
）に
出
席
で
き
る
方

※
市
の
他
の
附
属
機
関
の
公
募
委
員

を
除
く

任
期
２
年
間

c
５
人
以
内

報
酬
９
千
５００
円
／
回

m
９
月
３０
日
㈮
ま
で
に
、
作
文
「
こ

れ
か
ら
の
ご
み
減
量
に
つ
い
て
」
を

８００
字
以
内
に
ま
と
め
、住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
郵
送

（
必
着
）ま
た
は
直
接
〒
１８５
―
００１３
西
恋

ヶ
窪
４
―
９
―
８
清
掃
セ
ン
タ
ー
内
ご

み
減
量
推
進
課
へ

選
考
方
法
作
文
審
査
※
情
報
公
開
の

対
象
。
返
却
不
可

→
ご
み
減
量
推
進
課
☎
０
４
２
・

３００
・
５
３
０
３

　本給付金は、令和3年度住民税非課税世帯・令和4年度
住民税非課税世帯・家計急変世帯のうちのいずれか、１
世帯につき１回限り受給可能です。そのため、令和３年度
住民税非課税世帯または家計急変世帯として既に受給さ
れている場合は、令和４年度は対象外です。
　対象と思われる世帯には「臨時特別給付金支給要件確
認書」を郵送しています。給付金の受け取りを希望する場
合は、早めにご返送ください。
　また、令和3年１月2日以降に転入した世帯（＊）を含む
住民税非課税世帯・家計急変世帯は申請が必要です。
（＊）世帯の中に転入者がいる場合も含む
i�臨時特別給付金コールセンター�
☎（042）325-02６3へ
z�詳しくは市HP 検索１02７2６９（右の
二次元コードからアクセス可）をご覧
いただくか、お問い合わせください

申請期間を9月30日（金）まで延長申請期間を9月30日（金）まで延長

　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間を延長しまし
た。詳しくは市HP 検索１025９９１をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金生活困窮者自立支援金

� →生活福祉課（内58６）

　住居確保給付金の特例措置（再支給および職業訓練受講給付金との併給）の申
請期間を延長しました。詳しくは市HP 検索１023225をご覧ください。

住居確保給付金住居確保給付金

9月30日(金)必着


